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E パターン
本文 =14.5Q　字間＝ 0.5H 行間＝ 8.32 H □段落 =18w × 37l（段間 =13mm）

□地柱 12Q 　文字アミ 80%
天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　
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～はじめに～

老舗企業には、創業家ファミリーが企
業経営を担っていることもあります。同
族経営の良いところと悪いところについ
ては、よく議論されていますが、創業家
ファミリーが永続的に企業経営を担って
いくのに、一定のガバナンスを保ちなが
ら、意思決定を進めていく方式が見受け
られます。最近では、事業承継の新たな
手法として、一般社団法人と信託を活用
して、ファミリー全体での集団統治によ
り企業を継続させる、ファミリーガバナ
ンスという考え方が提唱されてきていま
す。
一般社団法人は、ファミリーから選出

される複数名の個人による合議体（アド
バイザリーボード）として設立させま
す。アドバイザリーボードのポイント
は、株式の議決権行使や後継者選任等、
ファミリーにとって重要な意思決定を、
一定の資質を有すると認められた複数人

のメンバーで行うことができるようにす
る点です。ファミリーでビジネスを支え
るという仕組みでは、一般社団法人をど
のように設計していくかということがポ
イントになります。一般社団法人の機関
は、社員総会・理事・理事会が存在しま
す。社員総会が最高意思決定機関となり
ますが、構成員たる社員総会のメンバー
をどのように設計していくかが重要で
す。ただし、本稿では枠組みの検討を主
題としましたので、一般社団法人の社員
は仮定で設計してあります。
同族株主内で経営を続けていく方法と

して、受益者連続型信託を活用するケー
スもあります。その他、家族信託が活用
できる場面や、一般社団法人が活用でき
る場面もあります。
本稿では２つの私案を考えてみまし

た。自社株承継信託については、まだま
だ活用事例は多くないと思われますの
で、問題点は多くあるかもしれません
が、信託を利用することにより解決でき

一般社団法人と信託を活用した 
ファミリーガバナンス～税務からの検討

国税専門官として税務調査に従事後、大手監査法人にて法定監査・株式公開のバックア
ップに従事。この頃から事業承継対策を専門とする。平成元年成田公認会計士事務所を
設立。2011年税理士法人おおたかを設立、代表社員に就任、現在特別顧問。公認会計士、
税理士、行政書士。

知っておきたい家族信託の税務連載！
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天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　

ることを見出しながら、信託の活用を検
討していきたいと思います。

Ⅰ�　後継者の決定を先に延ばす信託
スキーム

１．事　例

オーナー経営者Ａ（75 歳）はＸ社の
全株式を所有しています。
Ａには、長男Ｂ（48 歳）と二男Ｃ（45

歳）の２人の子がいます。Ａには弟Ｄ（65
歳）がいて、会社の役員となって手伝っ
てくれています。
会社の事業は、長男Ｂが引き継ぐとい

うので、Ｂを会社に入れて役員にしまし
た。二男Ｃは優秀なのですが、自社の事
業には興味がなく、家業とは関係のない
上場会社の役員候補となっています。Ａ
はＢの嫁と折り合いが悪く、Ｂ家族とも
微妙な関係です。
ＡはＢを後継者に決定することに少し

躊躇していて、もう少し経営能力を確か
めてから、自社株式を引き継ぎたいと考
えています。ただ自分も高齢で、コロナ
の影響により業績が悪くなり自社株式評
価額が下がっている今、事業のテコ入れ
前に自社株対策を実行したいと希望して
います。
そこで、Ａは一般社団法人Ｙを設立し

て、Ａと弟Ｄ（Ｘ社専務）および長年顧
問として相談している弁護士と税理士に
後継者選びを依頼することにしました。

前述のように、一般社団法人の設計が
重要となります。会社の役員とか第三者
を社員や理事にすることも可能です。

■　相関図

委託者
（Ｘ社オーナー）

配偶者

ＣＢ

Ａ Ｄ

長男 二男

弟

■　受託者

一般社団法人Ｙ
社員：ＡとＤ
理事：Ａ、Ｄ、顧問弁護士、顧問税理士

２．信託の設定

Ａを委託者として、自社株式と拠出金
を一般社団法人Ｙに信託します。
（１）信託契約の内容
・信託財産：�当初拠出金現金、自社Ｘ

社株式
・委託者：Ａ
・受託者：Ｙ法人
・受益者：�信託契約締結時には決まっ

ていない
　　　　　�Ｘ社の取締役会において代

表取締役に選任された者
・その他：�Ｘ社に対する議決権指図権

はＡが保有する
・信託の終了：受託者と受益者の合意

（２）Ｙ法人の関係者
・社員：ＡとＤ
・理事：�ＡとＤおよび顧問弁護士、顧

問税理士
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（３）信託設定時の課税関係
本事例では信託設定時には受益者等が
存しない信託となり、法人課税信託とな
ります。受益者が存しない信託について
は、信託財産は委託者（Ａ）から受託者
（Ｙ法人）に贈与されたものとみなして
課税関係が整理されます。
①　委託者（Ａ）の課税関係

Ａは、信託会社に対して贈与したもの
とみなされます。法人に対する贈与は、
時価で贈与したものとみなされるため
（所法６の３七、所法 59 ①一）、譲渡所得税
を負担することになります。
②　受託者（Ｙ法人）の課税関係

ア）法人税
受託者は信託財産の贈与を受けたもの
として、自社株式の時価と拠出金の受贈
益を計上します。法人として時価で受入
処理をすることになります。受贈益には
法人税が課税されます。
イ）贈与税
本事例では、Ｙ法人が委託者（Ａ）か

ら贈与を受けたものとして贈与税が課税
されます。受益者が存しない信託をした
時点で、将来の受益者として予定されて
いる者が委託者の親族である場合に限
り、受託者が得る受贈益に対して贈与税
が課税されます（相法９の４）。なお、贈
与税が課税される自社株式の評価は、財
産評価基本通達に従って評価してよいと
思われます。
受託者は受領した信託財産の価値に対

して、法人税と贈与税が二重に課税され
てしまうため、贈与税の金額から法人税
その他の税の額（相令１の 10 ⑤）を控除
して贈与税を計算することになります
（相法９の４④）。なお、贈与税額よりも

法人税その他の税の額のほうが大きい場
合には、控除できる金額は贈与税額とな
ります。税金が還付されることはありま
せん。

３．信託期間中

Ｘ社から配当があった場合には、Ｙ法
人の所得として法人税の申告対象となり
ます。Ｙ法人は普通法人として課税され
ますが、Ｘ社の 100％親会社なので受取
配当金は全額益金不算入となります（法
基通 12 の６- ２- １等）。普通法人としての
法人税等の申告が必要となります。

４．�後継者が決まり受益者が存する
こととなった場合

（１）受託者（Ｙ法人）の課税関係
受益者が存することになった場合、税

務上は信託財産は受託者から受益者に移
転することになりますが、信託財産に属
する資産および負債は帳簿価額で引き継
がれます（法法 64 の３②）。また、受託法
人は受益者が存することになった時に解
散があったものとされます（法法４の７
八）。
（２）受益者となる者（ＢまたはＣ）
受益者となる者が信託契約時において

存する場合、信託財産を受託者から帳簿
価額により引継ぎを受けたものとされま
す（所法 67 の３①）。受益者は受託者が存
することになる直前における受託者の信
託財産の帳簿価額により受け入れます
（所令 197 の３）。
受入れをする信託財産に属する資産の

帳簿価額が、負債の帳簿価額を超える場
合でも所得税の収入金額に算入されませ
んし、逆の場合も損失はなかったものと
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されます（所法 67 の３⑧）。

５．まとめ

（１）�信託設定時に、Ｙ法人に法人税、贈
与税が課税

・�法人税は自社株式の時価で受贈益課
税がなされます。

・�贈与税は相続税評価額で課税されま
す。

・�贈与税額から法人税額（地方税は除
く）が控除されます。

・�納税資金は委託者の当初拠出金等で
賄います。
贈与税が課税されるならば、自社株評
価が低いうちに実行したほうが良いこと
になります。
（２）�信託設定時に、Ａには自社株式の譲

渡所得税が課税

（３）�信託期間中は、Ｙ法人に法人税等が
課税

益金が配当金しかなければ負担はそれ
ほど大きくないでしょう。
（４）�後継者が決まり受益者が存するこ

とになった時
・法人課税信託は終了となります。
・Ｙ法人は税務上解散となります。
・�後継者はＹ法人が所有していた自社
株式とその他の資産を帳簿価額で引
き継ぐことになります。
　課税関係は生じません。

（５）Ｙ法人の役割
Ｙ法人の設計により、後継者の選択が
可能となりました。新たな代表取締役に
Ｂを選任したとして、信託を終了しなけ
れば議決権はＹ法人に残ったままです。
ただし、新たな受益者が存することにな
った時には、税法ではそこで、法人課税

信託が終了することになります。いった
んそこで、税は精算されますが、Ｘ社に
対するガバナンスは継続していくことに
なります。

Ⅱ�　ファミリー内で分散した株式
の議決権を集中させるスキーム

１．問題点

創業して何代か承継を経た会社は、親
族が少数の株主として株式を所有してい
ます。その少数株主に相続が発生する
と、さらに少数株主が増える可能性もあ
ります。また、経営に一切関与しないな
がらも、経営者も交流がほとんどない親
族が株主となっている会社もあります。
親族ゆえに親族少数株主から会社にとっ
て不利な要求をされることは少ないかも
しれませんが、顔の見えない少数株主が
存在することは、経営者にとって不気味
なことでもあります。現経営者が親族株
主と交流があるうちに少数株主を委託者
兼受益者として信託する仕組みを導入す
ることにより、受託者に議決権を委任す
る仕組みを導入することができます。

２．事　例

（１）会社の状況
・古くからの酒造メーカーＺ社
・�少額であるが継続的に配当を行って
いる

（２）株主の状況
・発行済株式数　10,000 株
・�代表取締役　Ｅ
� 　株式持分　5,000 株（50％）
・�取締役　Ｆ（Ｅの弟）
� 株式持分　3,000 株（30％）
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・Ｅの長男で後継者の予定　Ｇ
・�Ｅの祖父から株式を相続した　Ｅの
叔父Ｉ
　　　株式持分　2,000 株（20％）

（３）Eの想いとスキーム
Ｅの弟ＦはＺ社の専務として活躍して
いますが、Ｆの子ＨもＺ社に入社してお
り活躍し始めています。また、Ｚ社の株
式の一部を叔父Ｉが所有していますが、
その子ＪはＺ社とはまったく関係がない
仕事に就いており、Ｚ社には関心があり
ません。
そこで、安定経営のために一般社団法

人Ｗを受託者として信託契約を締結し議
決権の集中を図りたいと考えました。
■　�親族図（Ｅから見た親族関係図）と会社

の役職

母 父 叔父
元取締役専務
（20％）

従兄弟 従姉妹

代表取締役 取締役専務
Ｚ社 とは関係
のない職業

Ｚ社

（50％） （30％）

（後継者）

I

Ｊ ＫＥ Ｆ

Ｇ Ｈ

■　�受託者

一般社団法人Ｗ
　�設立時社員：Ｅ、Ｆ、顧問弁護士、顧問
税理士

　理事：Ｅ

３．当初の信託契約の内容

（１）受託者予定の一般社団法人Ｗ
・�Ｗ法人の目的：委託者が有する株式
の信託を受託し管理運営をすること

・�設立時社員：Ｅ、Ｆ、顧問弁護士、
顧問税理士

・理事：Ｅ

（２）信託財産
・�信託財産：ＥとＦが所有するＺ社株式
ただし、信託契約においてＥの受益権

およびＧの受益権にそれぞれ対応するＺ
社株式を特定する。
（３）受益者と受益権について
①　受益者は委託者：Ｅ、Ｆ

Ｅの叔父Ｉにも加わってもらいたい旨
を依頼していましたが、当面は理解して
もらえなかったので、ＥとＦだけでも３
分の２の議決権は確保できているため、
信託を組成することにしました。
②　受益者の相続が発生したとき

受益者は受益者である本人が亡くなっ
たとき、その受益権を承継する受益者（承
継受益者）をあらかじめ指定します。Ｅ
の受益権はＧに、Ｆの受益権はＨを承継
受益者としました。
③　受益権の内容

受益権は、信託財産の利益（株式の配
当）を得る権利です。
④　受益者の変更

受益者は、受託者に同意を得ることで、
受益者および承継受益者を変更すること
ができます。
⑤　受益権の譲渡

受益者は、受益者の親族以外に受益権
を譲渡することはできません。また、受
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益権を譲渡する際に、受益権を細分化す
ることはできません。受益権の譲渡は、
あらかじめ受託者の同意を得なければ譲
渡により受益者を変更することはできま
せん。
⑥　信託の終了

信託が終了したときの残余財産の帰属
権利者は、信託終了時の受益者としま
す。
（３）信託の終了事由
①�　受託者と受益者全員が同意をした
とき

②�　信託法の終了事由（信 163）に該当
したとき

（４）議決権の行使
受益者（承継受益者）は、信託株式の

議決権の行使を受託者に委任します。
受託者は行使した議決権について、毎

年受益者に報告しなければなりません。

４．追加信託

Ｉは、以前Ｚ社において役員として在
席しており、愛着もあります。最近にな
って、娘のＫがＩの財産についてとやか
く要求し、自分にもＺ社の株式の権利が
ほしいようなことを言い始めました。そ
こでＩはＺ社の安定経営のためには、自
分の保有しているＺ社株式を信託財産に
追加したほうが良いと判断しました。
Ｉは受託者と受益者全員の同意を経

て、Ｉの所有するＺ社株式をＩの受益権
に特定しました。Ｉは後継受益者として
Ｊを指定しました。

５．出口戦略

（１）Ｉの相続と自社株式の譲渡
その後しばらくして、Ｉが亡くなった

ので、この信託の受益者はＥ、Ｆのほか
にＪとなりました。しかしＪから、「自
分はＺ社の事業には関係がなく、相続税
の納税も高額になるので、金銭に換える
ことはできないか」という相談がＺ社に
ありました。Ｚ社からしてみれば、Ｗ法
人が議決権を行使できるのでこのままで
もよいのですが、Ｉの会社に対する貢献
度にも配慮して、金庫株として譲り受け
ることにしました。
受託者であるＷ法人は受益者全員の承

認を得て、Ｉに特定された 20％部分の
株式をＺ社に譲渡しました。
（２）Ｊの受益権部分の引き出し
Ｆの受益権はＺ社株式から現金に換わ

り、Ｊは受託者とその他の受益者の同意
を得て信託財産を引き出して固有の財産
とし、相続税の納税資金に充てることが
できました。

６．税務上の論点

（１）追加信託の際の課税
当初信託のＥ、Ｆは同時にＺ社株式を

信託財産とし、１株当たりの金額は同額
ですが、ＥとＦは持株数が違います。受
益権の持分も株数割合にしますので、課
税関係は生じません。しかし、将来のこ
とにも配慮して、取得する受益権にそれ
ぞれ対応するＺ社株式を特定することに
しました。そこで、複数委託者が信託譲
渡してもそれぞれの受益権に対応するＺ
社株式を特定していれば、譲渡所得税の
懸念もなくなります。
追加出資をしたＩについてはどうでし

ょうか？　自社株式の評価額がいつも一
定であるということはなかなかありませ
ん。タイミングがずれて追加信託をした
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場合に、受益権の割合を単純に株数で設
定してしまうと、Ｅ､ ＦとＩとの関係で
みなし贈与課税の問題が生じます。しか
し、この点もそれぞれの受益権がＺ社株
式と紐付いていれば贈与課税の懸念も解
決できます。
（２）�従兄弟Ｊが相続後に発行法人に対

して譲渡するときの課税
①　信託が継続している場合の課税

家族信託契約で、委託者の死亡で終了
する事例は少なくないと思われます。信
託が終了した後の税務の取扱いにはまだ
検討するべき事項が多くあるかと思いま
すが、少なくとも終了しないで、受益者
の相続人が相続後に信託財産を譲渡した
時には、所得税法の規定が準用され、租
税特別措置法が適用された結果、次のよ
うに課税されると思われます（相法９の
２⑥、所法 13）。
②�　相続人が発行法人に対して株式を譲渡し
た時の課税

自社株式を承継する事業承継後継者
が、相続税を納税するために相続した自
社株式を発行法人に対して譲渡すること
により、納税資金を捻出する事例は散見
されるところです。この時には、次のア
とイの課税の特例が利用できるとされて
います。
ア）みなし配当課税の適用除外
相続または遺贈により財産を取得した

個人が、その相続の開始があった日の翌
日からその相続税の申告書の提出期限の
翌日以後３年を経過する日までの間に、
その相続税額に係る課税価格の計算に算
入された上場株式等以外の株式（以下、
「非上場株式」という）を当該非上場株
式の発行会社に譲渡した場合には、一定

の手続きの下で、非上場株式の譲渡の対
価として発行会社から交付を受けた金銭
の額が、発行会社の資本金等の額のうち
その交付の基因となった株式に対応する
部分の金額を超えるときは、その超える
部分の金額については、みなし配当課税
は行われません（措法９の７①、措令５の２）。
また、この適用を受ける金額について

は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入
金額とみなして、株式等に係る譲渡所得
等の課税の特例を適用することができま
す（措法９の７②）。この租税特別措置法
の特例は、信託財産の譲渡でも適用があ
ると思われます（所法 13）。
イ）　相続税の取得費加算の特例
相続または遺贈により財産を取得した

者が、その取得した財産を相続開始の日
の翌日から相続税の申告期限の翌日以後
３年を経過する日までの間に、相続税の
課税価格に算入された資産の譲渡をした
場合には譲渡所得の金額の計算上、次の
算式で計算される金額を取得費に加算す
ることができます（措法 39）。

取得費加算額＝譲渡者に係る確定相続税額

� × 譲渡資産の相続税評価額
譲渡者の相続税の課税価格

③　特例の規定

租税特別措置法 39 条は「相続又は遺
贈による財産の取得」になっていますの
で、特に非上場株式や信託受益権であっ
ても適用はあるものと思われます。
◆租税特別措置法 39 条　相続財産に係る譲

渡所得の課税の特例

　相続又は遺贈……による財産の取得
……をした個人で当該相続又は遺贈に
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【凡　例】
相法　　　相続税法
相令　　　相続税法施行令
所法　　　所得税法
所令　　　所得税法施行令
信　　　　信託法
法法　　　法人税法
法基通　　法人税基本通達
措法　　　租税特別措置法
措令　　　租税特別措置法施行令

【条・項・号の略について】
条……算用数字
項……マル付き数字
号……漢数字
例）信託法第 21 条第２項第４号　⇒　信 21 ②四

つき同法の規定による相続税額がある
ものが……資産の譲渡……をした場合
における譲渡所得

このように検討すると、事例の場合に
はＪが株式の発行法人であるＺ社に自己
株式として譲渡した場合には、特例の適
用があるものと思われます。

６．ファミリーガバナンスの継続

この事例は同族会社の株主が分散して
いくことにより、安定経営の支障がない
ように一般社団法人を受託者として、株
主としての議決権を保持していくことを
目的としました。株主に同族関係者が多
く、株主が一定の方向に向いているとは
限らないため、有効な方法と考えられま
す。

またこの方法は、同族株主に限らず少
数株主が存在するような会社にも活用で
きるのではないかと考えています。経営
を託すところの経営者を選ぶ一般社団法
人という母体があれば、経営者の暴走も
抑止でき、継続した経営が可能になるの
ではないでしょうか。

～おわりに～

事業承継が待ったなしの時代に差しか
かり、事業をどのように次世代に引き継
いでいくか、大きな命題が現実化してい
ます。M&A・廃業ではなく、信託を活
用できる場面もあるかもしれません。家
族信託の実行までにはいくつかハードル
がありますが、持続可能な事業形態の１
つとして検討いただければと考えまし
た。

■　相続人が相続する非上場株式を自社に売却した際の課税制度

＜原則＞ ＜特例あり＞

みなし配当
×所得税率
（最高55％） 相続税額×

譲渡株式比率
（取得費加算）

取得価額
資本等の金額
×持ち分比率 取得価額

譲
渡
価
額

譲
渡
価
額

譲渡益×20.315％

譲渡益×20.315％
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